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空　気　調　和　工　事給　排　水　衛　生　工　事
工　　事　　項　　目

一　般　系　統 （　　　　）系　統

　　階　　

建物用途

　　　の範囲内で施工する。

　９．本工事の施工に伴う既設建物の破損箇所は従来にならい復旧する。

２．衛生器具工事

１．給水方式

３．屋内給水工事

２．水槽類

４．屋外給水工事
１．継手材

２．量水器

３．量水器桝

４．仕切弁桝

５．弁桝，量水器

　　の固定

５．屋内排水工事

１．洗面器等

　　の排水管

２．床上掃除口

　　直下の曲管

３．器具との接続

４．通気金物

　　排水通気弁

１．和風大便器

３．ポンプ付属品

４．ポンプ電動機

５．ボ－ルタッ

　　プフロ－ト

躯体との緩衝材付、鉛管接続の場合は吊り金物を使用する。和便器と前壁との離隔は，２５０ｍｍ

程度を確保する。和風大便器用フラッシュバルブ壁面取り付けの場合はＦ．Ｌ．＋８００ｍｍ程度とする。

引込み付近水圧（　　）ＭＰａ　○水道直結方式　　○重力（高置水槽）方式　　●加圧送水方式

　　　　　　　　　　　　　　○直結増圧方式
○ＦＲＰ製　　●ステンレス製（○一体型　●組立型　○単板構造　○保温構造）

タンク本体は，地震力及び地震力によって生ずるスロッシングによって損傷を起こさないような

強度を有するものとする。　２ｍ以上は内外はしご付。　マンホ－ルは内蓋及び南京錠付。

鋼管とビニル管の接続箇所には、エラス（又はフリ－）ジョイントを使用する。

親メ－タ－（○貸与　○買取り）　　子メ－タ－（○貸与　○買取り）　　　○集中検針盤

呼び径３２までＭＣ－１（４３０×３１０×５５０ＨフタＭＢ－１）、呼び径４０～６５までＭ

Ｃ－２（７１０×５１０×７５０ＨフタＭＢ－２小窓付）とする。呼び径８０からはＭＣ－３（

呼び径２５までＶＣーＰ，呼び径４０までＶＣ－１（１８０×１８０フタＢ１），呼び径５０～

８０までＶＣ－３（３００×３００フタＭＨＡ－Ｐ３００）とする。

呼び径１００からはＶＣ－５（４５０×４５０フタＭＨＡ－Ｐ４５０）とする。

舗装部分以外に設置する弁桝，量水器桝については，コンクリート巻きにて固定のこと。

桝と蓋とは鎖でつなぐこと（鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製）

洗面器および手洗器に直結する排水立管寸法は器具トラップよりワンサイズアップとする。

汚水系統に取り付ける床上掃除口直下の曲管は９０゜長曲管とする。

原則として配管接続とする。（ジャバラ・簡易ゴム接続は不可，専用アダプター使用のこと）

通気金物　○アルミ（耐食性）　○ビニル製　　　　　排水通気弁　○屋内型　○屋外型

１．保温仕様

１．設計条件

５．ダクト

８．風量測定口

９．チャンバ－

１０．配管材料

２０．耐震支持

３．ばいじん量

　　測定孔

１１．機器類の基礎

１２．吹出口及

　　び吸込口

１３．温度計

１４．瞬間流量計

　　及び流量測

　　定口

１５．膨張水槽

　　の保温

　　ジ部の保温

１８．パイプフード

１７．換気方式

風速（○低圧　○高圧１　○高圧２）

取付箇所（○送風機に近接した部分　○外気取入付近　○取付を図示されたダンパ－近接部分）

※取付辺３００以下は１個、３００を超え７００以下は２個、７００を超えるものは３個とする。

パッケ－ジ型空調機室外機　○防振パット○簡易防振（ゴム被覆ばね）○専用防振架台（ばね）

フランジ部のダクト端折り返しは５ｍｍ以上とし、ダクト折り返し部の四隅にはシ－ルを施す。

※シ－ル材：シリコンゴム系又はニトリルゴム系を基材としたもので、ダクト材質に悪影響を与え

ＪＩＳ　Ｈ　４１６０に準ずるアルミニウム箔（厚さ０．０５ｍｍ以上）の片面に樹脂系接着剤を塗７．ダクトテ－プ

膨張管、空気抜管及び膨張タンクよりボイラへの給水管は、配管用炭素鋼鋼管（白管）とする。

標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。

○温水ボイラの温水入口

標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。　　○瞬間流量計　　○流量測定口

・冷凍機の冷水出口　・ボイラ又は熱交換器の温水出口　・冷温水管寄せの各送り管

ロックウ－ル保温板（２号）２５ｔを使用し、外装はステンレス鋼板０．３ｔとする。

（日本冷凍空調工業会標準規格）（ＪＲＡ９００２－１９９１）（空調機器の耐塩害試験基準）

１９．パッケ－ジ

　　型空調機

管及びダクト類の外装材は図示によるものとし，保温材は図示がない場合は以下を標準とする。

　給水管，排水管，消火管，冷水管，冷温水管　　　：ポリスチレンフォーム保温材

　給湯管，温水管，一般ダクト　　　　　　　　　　：グラスウール保温材

　防火区画等貫通個所，蒸気管，排煙ダクト，煙道　：ロックウール保温材

１．給水設備

　　給湯設備

２．消火設備

（１）給水装置に該当する管は、水道事業者の規定圧力。ただし、最小〔鋼管１．７５ＭＰａ（

　　１７．５ｋｇｆ／ｃ㎡）、ビニ－ル管１．０ＭＰａ（１０ｋｇｆ／ｃ㎡）〕とする。

（２）揚水管、圧送管は当該ポンプの全揚程に相当する圧力の２倍の圧力。

　　〔最小０．７５ＭＰａ（７．５ｋｇｆ／ｃ㎡）〕

（３）高置水槽以下の配管は、静水頭に相当する圧力の２倍の圧力。

（４）器具取付後の水圧試験　　・住戸内給水管（但し、水道メ－タ－以降とする。）

（５）飲料水用タンク設置の場合端末において遊離残留塩素が０．２ｍｇ／Ｌ以上検出されるまで

Ⅰ　一般事項
　１．本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（機械

　２．本工事の使用資材の品質、規格、種別等は、本特記による。

特　　記　　事　　項

Ⅲ　特記仕様（下記項目及び特記事項中●印を付けたものを本工事に適用）

６．伸縮ジョイン

　　ト

項　　目

１．環境への

　　配慮
２．機　材

３．化学物質を

　　放散する

　　建築材料等

４．防火区画

　　貫通部

５．配管用のス

　　リ－ブ

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に定めるところにより，環

境負荷を低減できる機器及び材料を選定するように努める。　　　　　　　　〔　標Ｐ－１１　１．４．１〕

塗料，接着剤，保温材等の材料については，原則としてホルムアルデヒド等揮発性有機化合物の放

散量が小さく建築基準法の規制対象外である「Ｆ☆☆☆☆」の材料を使用すること。

－ルとし、保温材はロックウールとする。

地中部分等で水密を要する部分はつば付鋼管とし，地中部分で水密を要しない部分のスリーブは，

ビニル管とする。

１．共通事項

使用資機材は，原則新品とし，ＪＩＳ・ＪＷＷＡ等標準仕様書に定められた規格品とする。　　　

使用機材は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機

材等評価名簿」記載品、または同等品以上のものとする。　　　　　　　　　〔　標Ｐ－１１　１．４．２〕

区画貫通の管類は、建築基準法に従い施工する。なお、その際の充填材はモルタルまたはロックウ

１１，空気調和工事・換気工事・排煙工事

１２．保温工事

１３．各種試験，調整

屋外：全閉防まつ形、屋内：（多湿箇所）全閉防まつ形、（その他）防滴保護形〔　標Ｐ－２４　１．２．１〕

４．煙道

　１３．下請工事における管内（県内）建設業者の優先活用について

　７．設計図書に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては、原則として請負金

　５．本工事に下記の当該職種別技能士を適用させる。（但し●印のみ）

　６．本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員に連絡して立会

　４．施工計画書は、着工に先だち、監督職員に提出する。

　　　検査もしくは指示に従うこと。〔　標Ｐ－１７　１．５．６〕

　　の除去

　　コーキング

　　裏板補強

原則としてＪＩＳ規格、ＪＷＷＡ規格（日水協）適合品とし節水こまとする。シングルレバーは

陶器類，洗濯機パン等については，原則として器具廻りをコーキング処理すること。

ＶＢ仕様　○９００ｈ　○１，２００ｈ　

必要に応じコンクリート根巻き，または壁にバンドにて固定する。

水栓類と配管を接合した後の，見えがかり部分の余分なシールテープは，カッター等を使用し丁寧

に除去すること。

化粧鏡を壁に取り付けた際の隙間には，鏡の割れを防止するため補強材を設けること。

５．紙巻器

６．水栓類

７．シールテープ

８．化粧鏡の

９．水栓柱

１０．器具廻りの

（厚さ４ｍｍ程度，ゴムシート等）　○一般型　　○盗難防止型

布したテープ状のものとする。

※測定用タッピングは３２φピト－管流量計用とする。　　　　　　　　　　〔　標　Ｐ－５７　２．３．８〕

○着脱式防虫網付き　　○ガラリ付き

に監督員に提出する。（Ａ－４版）

工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末見込みの出来高等を当月の２０日まで

本工事の施工に必要な官公署への申請書類は原本またはその写しを２部ずつ作成し、完成図と

る。県指定様式による。その他の試験成績書は監督員の指示による。

都市ガス設備、液化石油ガス設備は、ガス供給事業者の規定する気密試験成績書を２部提出す

せを行い、指導を受けること。
工事現場進行の過程における調整については、地域振興局・支庁の建築担当職員と充分に打合

　　　おける調整
　４．施工過程に

壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の施工の範囲は、設計図書等に
　　　の取合
　２．建設工事と

なお、特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。　　　と工法
　１．特殊な材料

　５．完成図

　７．申請書類

標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督職員の承諾を得ること。

明記のない場合は、監督職員の指示によること。

一緒に提出する。〔　標Ｐ－５　１．１．３〕〔　標Ｐ－１８　１．７．１〕

　　　　　を有する者を使用するように努めることとする。

　Ⅱ　特記事項

　　５）「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下法という）
　　　　の目的に鑑み，法第１２条に規定する団体等の設立状況を踏まえ，同団体等への加入者の使用を促進する
　　　　こと。
　　６）下請け契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては，交通安全に関する配慮に欠けるものまた

　　７）１）～６）のことにつき，下請契約における受注者を指導すること。

１６．ダンプトラック等による過積載等の防止について
　　１）工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
　　２）過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
　　３）資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害するこ
　　　　とがないようにすること。

　１５．各工種の施工にあたっては，関係法令に定められた有資格者を配置すること。

　６．試験成績書

　８．工事報告

　　　３）監督職員から指示された場合，「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。
　　　　　ける管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。

〔　標Ｐ－４０～Ｐ－４２　，　標Ｐ－６３　２．４．８〕

吊り長さ２５０ｍｍ以上の機器は耐震支持を取る。

延べ面積　　　　　　　　　　㎡（対象面積　　　　　㎡）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－１７　１．５．５〕〔　標Ｐ－１８　１．７．１〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　監Ｐ－６６　１．４．１〕

ステンレス鋼板製ワンタッチ形とする。　　○シングル　○棚付二連　　　　　　〔　標Ｐ－２４９〕

フ－ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。　　　　　　　　〔　標Ｐ－２５５～２６２〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－２９５　１．８．２，図Ｐ－９１〕

１１００×７１０×７５０ＨフタＭＢ－３小窓付）とする。　　　　〔　標Ｐ－２９５　１．８．４，図Ｐ－９２〕

〔　標　Ｐ－８４，監　Ｐ－２９９〕

〔　標Ｐ－２４９　１．１．１～Ｐ－２５４　１．１．１３〕

地下　　階　　地上　１　階　　　

　８．発生材の処理等については、図示によること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－１０　１．３．９〕

　　　（工事写真）

（３）次の（ア）から（エ）までのいずれかに該当する場合は，施工の記録，工事写真，見本等を整

　　　を行う場合
　（ウ）一工程の施工を完了した場合
　（エ）適切な施工の証明を監督職員に指示された場合

　　備する。
　（ア）設計図書に定められた施工の確認を行った場合
　（イ）工事の施工による隠ぺい等で，後日の目視に検査が不可能又は容易ではない部分の施行

トラップ椀は原則として，樹脂製とする。　〔　標Ｐ－２９３　１．７．３〕

（１）監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について，記録を整備する。
（２）工事の施工に当たり，試験を行った場合は，直ちに記録を作成する。

外面ライニング綱管継手の受口隙間は専用テ－プで充填すること。

１．型　式

２．マンホ－ル

　　ふた

１０．浄化槽工事

※メーカー標準を除き全てボルトロック式とする。

支持金物、ボルトナット、その他すべてステンレス鋼製（ＳＵＳ３０４）又は，溶融亜鉛めっき

仕上げ品とする。

浄化槽工事現場に国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げること。（浄化槽法第３０条）

建設省告示１２９２号（最終改正第１５４号）に指定する構造とする。

処理対象人員・処理水量・処理方式については，図示による。

５．標識の掲示

４．ユニット型

　　浄化槽の埋

　　戻し

６．浄化槽設備士

　　の立会い

〔　標Ｐ－３３５～３５２〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－３５１　３．２．１〕

鋼板製のふたについてはメンテナンスを考慮し，分割を検討する。取手付　〔　標Ｐ－３４７　２．１．２７〕

浄化槽設置に係る各工程に，浄化槽設備士が立会い確認している状況を，写真に残すこと。
「浄化槽工事の技術上の基準」に基づき施工することとし，浄化槽設備士の立会写真を含む工程写
真を整備すること。

〔　標Ｐ－３７～Ｐ－４０〕

〔　標Ｐ－３７～Ｐ－４０〕

器具接続以外にユニオン継手は使用しないこと。

ガス配管専用のペーストシール剤を使用すること。

消防用設備等の機能等についての試験基準に基づく外観試験及び性能試験を行う。
各消火ポンプに連結される配管は，当該ポンプの締切圧力の１．５倍の圧力とする。

〔　標　Ｐ－８２　２．９．５〕
３．ガス設備

　　　トラップ

６．屋外排水工事

１．マンホ－ル

　　ふた

２．汚水・雑排水

　　桝

３．小口径桝 塩ビ製　○防護蓋Ｔ－８（内蓋付き）　　○塩ビ蓋ミカゲ（ＳＵＳ鎖共）

　　　　○コンクリート巻（蓋呼び径＋２００）角×１５０ｈ

○鋳鉄製（○ＭＨＡ形　○ＭＨＢ形　○ＭＨＤ形）名称入り蓋、鎖付とする。

（鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製）〔　図Ｐ－３６〕

既製コンクリ－ト桝使用可。深さ１．２ｍを超える桝には足掛金物（巾≒１５０以上　防錆処理）

を取り付けること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　図Ｐ－９３～９８〕

〔　標Ｐ－２９５～Ｐ－２９６〕〔　標Ｐ－４０　２．１．２．６〕

７．給湯工事

２．膨張水槽の

　　保温

１．貯湯槽の材質

３．瞬間湯沸器

ロックウ－ル２号　５０ｔ、外装はステンレス鋼板（０．３ｔ）

○ＳＵＳ４４４製　　○ステンレス鋼板製（電気防食装置付）

○設定温度５０℃以下（ガス瞬間湯沸器のダイレクト着火方式で離島の場合）

８．消火工事

屋内は原則保温不要。屋外は図示による。

○１号　　　　　　　　ホ－ス掛型とする。　鋼製ｔ＝１．６ｍｍ　操作方法表示付き

○易操作性１号　　　　日本消防検定協会の鑑定証票が貼付されたもの

４５°回転型で１．０ＭＰａ型とする（ＪＩＳ規格）。　　○一般型　　○定圧定流量型

１．屋内消火栓箱

２．消火栓開閉弁

３．ポンプ付属品

４．消火管の保温

耐塩処理（○要　○不要）　配管カバー（○４５０ｈ　○　　　）　吹出口は歩行面＋２，０００以上　

〔　標Ｐ－３１０～３２１　，　図Ｐ－１７７，１７８〕

７．施工

○都市ガス（発熱量　　ＭＪ／ｍ　）　○液化石油ガス（プロパンガス）発熱量５０．２ＭＪ／ｋｇ

有資格者の責任施工とする。使用材料についてはガス事業者の規定に準ずる。

１．種類

２．ガスメ－タ

５．継手材

６．絶縁継手 外部から建物内へ引き込まれる箇所の付近の露出配管部に絶縁継手を設ける。〔　標Ｐ－３１５　２．２．５〕

４．ねじ接合材

９．ガス工事

建築基準法別表第一

耐震安全性の分類　○特定の施設　○一般の施設 地域係数　●１．０　○（　　　）

●ＲＣ　　○ＳＲＣ　　○Ｓ　　○Ｗ

消防法施行令別表第一

　１１．工事打合簿

１０．施工見本 管の接合，ダクトの接続，保温については，原則として見本を整備すること。
その他監督職員との協議により必要と認められたもの等については，監督職員の指示により見
本を整備すること。

工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことが出来る。

（ゴムリング方式は不可） 〔　標Ｐ－３７　２．１．２．５〕
管端防食継手とし、継手受口の隙間には専用テ－プを使用すること。

給水装置に使用する場合は，水道事業者の承認を受けたものとすること。

５．床排水

３．金物類

槽内に半分程度注水の後、良質土にて深さ１／３程度ずつ周囲を均等に突固め水締めを行う。

○ＭＨＡ型　　○ＭＨＢ型　　○縞鋼板（４．５ｔ）　　○標準ＦＲＰ　　○耐荷重ＦＲＰ　　

（４）（１）から（３）までの記録について，監督職員から請求されたときは，提示又は提出をする。
（５）工事写真は原則としてデジタル写真とし，ファイル形式及び画素数については「鹿児島県
　　電子納品ガイドライン（案）」に準ずること。

　　　　〔　標Ｐ－１９　１．７．２〕　（●Ａ－４版１部，●Ａ－３縮小版２部，○Ａ－１サイズ　部）

上げ吐水方式。〔　標Ｐ－２５３　１．１．６，監Ｐ－６７６　１．１．６，図Ｐ－６８〕

〔　標Ｐ－２６６　１．４．１，標Ｐ－３０３　２．２．４，図Ｐ－７０～７９〕

〔　標Ｐ－４９　２．２．１６〕

○ステンレスクラッド鋼板製（電気防食装置付）　○鋼板製　　　〔　標Ｐ－２７２　１．４．３，図Ｐ－７８，７９〕

○２号　　　　　　○広範囲型２号　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－２７４　１．５．２　，図Ｐ－８０～８９〕

フ－ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。　　〔　標Ｐ－２６１　１．２．８　，　図Ｐ－１７９〕

２．ばい煙濃度計 電源はバ－ナ－電源（２次）側より取出すものとして配管配線を含む。〔　標Ｐ－１１４　１．１．３〕

○煙導の直線部に径８０φの孔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－１１４　１．１．２〕

○アングル工法　　○コ－ナ－ボルト工法（共板・スライド）　　　　　　　〔　標Ｐ－１８９　～　１９７〕

鋼板厚３．２ｍｍ以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－１１４　１．１．２〕

マイコン型　　○貸与品　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－３１３　２．２．１．３　，　標Ｐ－３１９　３．１．３．４〕

　　ダクト

６．フレキシブル

厨房、浴室などの多湿箇所の排気ダクトは、その継目及び継手を外面よりシ－ル材でシ－ルを施し、

必要により水抜管を設ける。　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－２１０　２．２．１，図Ｐ－１５４～１５５〕

　ないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－１８８　１．１４．２．６〕

建築基準法施行令第１０８条の２の規定により、不燃材料の規定を受けたもので、十分な

可とう性と耐圧強度及び耐食性を有するものとし、空調用の場合、断熱材付のものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－１９５　１．１４．９　，　Ｐ－２１５　２．２．５．３〕

布製テープは不可とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－１８８　１．１４．２．５〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－２１４　２．２．５．５〕

○ＳＡ・ＲＡ　　　　○ＯＡ・ＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－２１４　２．２．６〕

消音内貼を施す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－１９１　１．１４．６〕

防振パットは厚さ１５ｍｍとする。　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－２０３　２．１．１　図Ｐ－１３３～１３６〕
原則としてアルミニウム製とする。　　　　　　　　　　　　　　〔　標　Ｐ－１９８　１．１５．３～１．１５．４〕

○冷温水管寄せ（往）及び冷温水管寄せ（還）の各還り管　　　　　　　〔　標　Ｐ－１９７　１．１４．１４〕

○空気調和機廻りの給気風道、還気風道及び外気風道　　　　　　　　　　　〔　標　Ｐ－５５　２．３．２〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標　Ｐ－８３　３．１．２　〕〔　標　Ｐ－８７　３．１．４〕

１６．ダクトフラン フランジ部は保温材２枚重ねとする。または，フランジ高さ＋１０ｍｍとする。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標　Ｐ－８７　３．１．４〕

保温材，外装材及び補助材の材料仕様は，標準仕様書による。　　　　〔　標　Ｐ－８３　表２．３．１〕

　　〔最小０．７５ＭＰａ（７．５ｋｇｆ／ｃ㎡）〕　　　　　　　　　　　　〔　標　Ｐ－８１　２．９．３〕

　　　消毒を行う。（１ｍ３に付き２ｃｃ〔１０％希釈液の場合〕）　　　　　　〔　標　Ｐ－５８　２．４．１〕

（６）水圧試験の保持時間は最小６０分とする。　　　　　　　　　　　　　　〔　標　Ｐ－８１　２．９．３〕

○銅板製　　○耐食性のある樹脂等　　○ステンレス製　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－５０　２．２．２０〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－２１０　２．２．２．２　～　標Ｐ－２１１　２．２．２．３〕

〔　標　Ｐ－３２１　３．２．６〕

（２）ガス器具等と接続されているガス管ついては，ガス器具等直近のガス栓を閉めて

上記（１）の気密試験を行うこと。

実施すること。

（４）都市ガス等の気密試験・漏えい試験は，ガス供給事業者の規定に基づく方法・圧力とする。

　　〔０．７５ＭＰａ（７．５ｋｇｆ／ｃ㎡）〕

（１）液化石油ガス設備の気密試験は，高圧側１．５６ＭＰａ、低圧側８．４Ｐａ以上
１０．０ｋＰａ以下とする。

（３）漏えい試験は，ガス器具等直近のガス栓を開いて使用圧力以上４．２ｋＰａ以下の圧力で

※「グリーン購入法」の対象製品で，下表に指定したもの（機器表に特記がある場合も含む）につい

（２）各種機器調整及び風量、風速、騒音、温度、湿度の測定等。　　　　　　〔　標　Ｐ－２４５　２．４．１〕

２４時間満水試験は，開始時と終了時の日時と水位が確認できる写真を整備すること。
　槽の水張り、配管、各機器の動作，通水・総合運転試験を行うこと。

対象指定製品　　エアコン・温水器・給湯器・電気便座

４．浄化槽設備

５．空調設備 （１）冷媒配管は配管接続完了後、「高圧ガス保安法」等に基づいたメーカー指定の方法により気

上記試験、調整状況の写真を撮影すること。

　　　密試験を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標　Ｐ－８１　　２．９．２〕

省エネ法・グリーン購入法対象機器について
※「トップランナー制度」の対象製品については，当該製品の現場搬入予定時において，その基準を
　クリアしたものを採用すること。

　ては，当該製品の現場搬入予定時において，その基準をクリアしたものを採用すること。
　また，この表に記載のないものについては，Ⅲ－１－１によることとする。

　　　（表）

（３）自動制御設備の総合調整を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標　Ｐ－２４５　２．４．２〕

〔　標　Ｐ－３５０　２．２．２〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－２９９　２．１．２．７，図Ｐ－１７２、１７３〕

　　４）さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが
　　　　ないようにすること。

　　　　は，業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

国土交通大臣認定工法（防火パテ等）の使用も可。　　　　　〔　標Ｐ－８０　２．８．１，監Ｐ－２８６　２．８．１〕

※この特記仕様書における参考ページの略号は以下のとおりとする。

　標＝標準仕様書，監＝監理指針，図＝標準図

径が２００ｍｍ以下の部分は，紙製仮枠として良い。

上記以外は原則として亜鉛鉄板製とするが，柱及び梁以外の個所で，開口補強が不要かつ，スリーブ

６．専用工具

　　の使用

９．外面被覆鋼管

　　の傷部補修

１０．鋼管の傷部

　　補修

８．支持金物類

１２．建物導入

　　部の配管

１３．標準埋設

　　深さ

１４．土中埋設

　　鋼管類

１５．コンクリ－ト

（エラス，コー

　ト継手及び排

　水用鋼管もこ

　の項に準じる）

埋設施工される外面被覆鋼管（内外面被覆含む）については，継手スリーブ端及びチャック・パイ

鋼管（内面被覆鋼管含む）については，ねじ込んだ後，残りねじ部及びチャック・パイプレンチの

屋外、ピット内及び多湿箇所の支持金物類はステンレス鋼製とする。

ビニル管（一般４５０Ｈ・車路６００Ｈ）　鋼管（一般３００Ｈ・車路６００Ｈ）

プラスチックテ－プ（ＪＩＳＺ　１９０１に準じたもの、厚さ０．４ｍｍ）で１／２重ね１回巻を行う。

外面を被覆していない鋼管は、プライマーを塗布のうえ、防食テ－プ１／２重ね１回巻きをさらに

プラスチックテ－プ（ＪＩＳＺ　１９０１に準じたもの、厚さ０．４ｍｍ）で１／２重ね１回巻きを行う。

また、継手等の部分は，ペトロラタム系の充填材を詰め，表面を平滑にしたうえで防食シートで包み

プラスチックテープを１／２重ね巻１回巻きとする。

イプカッタ－による切断は禁ずる。ねじ切り機は、自動切り上げ装置付とする。

ねじ切りに際しては、ねじゲ－ジを使用して適正（ＪＩＳねじ）に切られているか確認する。

１１．排水横引管

　　への接続

原則としてＹ管接続とする。（ト゛レン配管含む）

管のたわみ性を利用した方法（スリークッション）で施工する。エルボ×５　　　〔　図Ｐ－１１０〕

給水用，給湯用及び冷温水用の防食用ペーストシール剤は，ＪＷＷＡ　Ｋ　１６１に規定する水道
用シール剤とする。

７．ねじ接合剤
〔　標Ｐ－５２　２．２．２８〕

（施工手順を撮影の上、工程写真に表す。）　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－７９　２．７．３〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－７９　２．７．３〕

プレンチの傷部分にプラスチックテープを巻くこと。（露出部分は原則不要）〔　監Ｐ－２３４　２．５．４〕

傷部分に，十分さび止めペイントを塗布すること。　　　　　　　　　　　　〔　監Ｐ－２１９　２．５．２〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－７９　２．７．２，監Ｐ－２８３　２．７．２〕

１６．埋設管表示

　　テ－プ

１７．埋設管標識

　　シ－ト

１８．埋設標

１９．弁類

２０．屋外露出

　　の弁類

２１．埋設弁類の

　　防食措置

２２．機器の

　　防振措置

屋内オイルタンク及びオイルサービスタンクの最高液面以下に設ける元バルブ及びドレンバルブは

ＪＩＳ　Ｂ２０７１（鋳鋼１０Ｋ外ねじ仕切弁）または同等以上によるものとする。

水槽以降の配管には５Ｋ型，その他は１０Ｋ型。（ＪＩＳ規格）　○水道事業者指定（　　　　　）

内面をライニングした管に使用するねじ込み式の弁等には管端防食継手の規定に準じた管端コアを

備えたものとする。

呼び径５０以下の揚水ポンプ付属逆止弁はバイパス弁付きでもよい。

呼び径６５以上の仕切弁、逆止弁はライニング弁とする。

防露・保温の上ステンレス鋼板による外装を施し、弁棒はグリスアップする。

弁桝内等の直接土砂に接触しない個所に弁類を設置する場合には，防食措置は原則不要とする。

ただし，水道事業者の指定工法がある場合および，鋼管ねじ部分については防食を行うこと。

振動を発生する機器については，ダブルナットで固定し，かつ防振措置を施すこと。

（特記無き場合は防振吊り金具，防振パットとする。）

下記の埋設管には、管頂部全長にわたって、粘着材付表示テ－プを貼り付ける。

○直結給水管（上水道本管接続部）　＜紺色＞　　　○給水管（水槽以降）　　　　　　＜空色＞

○揚水管（受水槽～高置水槽間）　　＜茶色＞　　　○井水管　　　　　　　　　　　　＜白色＞

各種管上部（地表から１５０ｍｍ程度の深さ）にビニ－ル製標識シ－ト（巾１５０）を埋設する。

土中埋設のガス管、給水管及び消火管の分岐曲り部に設置する埋設標は次のとおりとする。

（設置箇所は図示による）

・未舗装部分は，アルミ製表示盤をコンクリ－ト（２００φ×３００）で巻き込んだものを，ステ

　ンレス線で配管に緊結の上設置する。

・舗装部分は，キャッツアイを専用工具を用いて設置する。

○消火管　　　　　　　　　　　　　＜黄色＞　　　○ガス管　　　　　　　　　　　　＜緑色＞

呼び径６５以上の弁は外ネジ式とする。（水道用ソフトシール弁は除く）　　〔　標Ｐ－４３　２．２．１〕

（所轄消防署の承認するもの）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標　Ｐ－４３　２．２．１〕

（排水管は除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－７９　２．７．１，監Ｐ－２８１　２．７．１〕

合成ゴム製（水用）

管　　　径

管　　　径

管　　　径

全　長ｍｍ

全　長ｍｍ
油用

水用

ステンレス製

２３．可撓継手

２７．標識その他

２６．サ－ビスタン

　　クの油面計

３００以上

３００以上

２０　以下

４０　以下

２５　～　４０

５０　～　８０

５００以上

５００以上

５０　～　１００

７００以上

７００以上

１００以上

２５以下

３００以上

６５～１５０

７５０以上 １，０００以上

２００以上３２～５０

５００以上

（鋼製フランジ付）（油用で管径４０以上は消防法令適合品とする）

２４．防振継手

（パイプシャフト・ピット内など隠ぺい部の配管類は，文字シ－ル貼り付けでも良い）
必要に応じ消防法，ガス事業法，液石法などによる標識（危険物・火気厳禁他）を設置する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－１９　１．７．４〕

鋼製フランジ付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標　Ｐ－４７　２．２．８〕

調理器具の接続等ユニオン使用の必要性が生じた場合については，監督職員と協議すること。
２５．ユニオンの
　　使用

ユニオンは，呼び径２５以下の見え掛り配管についても，原則として使用しないこととする。

〔　標　Ｐ－４７　２．２．９〕

○ゲ－ジ式（側圧式）　　○ガラス管式（流出防止形）　　　　　　　　　　〔　標　Ｐ－５５　２．３．４〕

　　　税

　　全確保及び環

　　境保全

　　時の石綿対策

　　　案内書

本工事により発生する建設廃棄物のうち，焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には

，産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。

（１）　台風など風水害による現場被害が予想される場合は，事前の現場養生を確実に行い災害の

　予防に努めること。

（３）　塗装，シーリング材，接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっては，当該製品の製造者

解体及び改修作業において，石綿含有建築材料を撤去する必要が生じた場合には，ただちに監

督職員に報告すると共に，作業においては「石綿障害予防規則」を遵守すること。

（２）　事前の対策完了報告および事後の現場状況報告を，書面にて監督職員に提出すること。

　　（盆，正月等長期間現場運営を休止する場合も同様とする）

　が作成したＪＩＳ　Ｚ　７２５３による安全データーシート（ＳＤＳ）を常備し，記載内容の周知徹底を図り，

　１２．保守指導

　１３．産業廃棄物

　１４．施工中の安

　１５．解体等作業

本工事の機械設備について保守管理上必要な案内書を２部作成し、完成図と一緒に提出する。
（Ａ－４版）

　１６．建設発生土の

　　処理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－２４９　１．１．２，標Ｐ－２９８　２．１．２，監Ｐ－６２３　１．１．２〕

　　　設備工事編）（令和４年版）並びに同上監修公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和４年版）

　　　（以下標準仕様書という）、国土交通省国土技術政策総合研究所監修建築設備耐震設計・施工指針
（２０１４年版）による。

　９．工事の記録等

　３．関連工事等
　　　の調整

　　　桝には，「○○系統　○○Ａ（口径）」彫込み，接着剤で取付。
　　・常時開，閉等の注意書きは，必要に応じて追記のこと。　

疑問が生じたら監督職員の指示によること。
関係工事等については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な進捗を図るものとし、

に刻印したものを取り付ける。
機器類・弁類・保守工具及び配管等には適宣その名称、内容及び矢印等を記入、もしくは樹脂製札

　　・室外機は「機器番号・系統名又は室名・竣工年度」を，室内機は「機器番号」を樹脂製札に
　　　表示すること。作成前に監督員の確認を受けること。

（例）・弁類にＳＵＳ針金または耐候インシュロックで取付。「○○系統」，「○○Ａ（口径）」を刻印し

　３．本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続等の費用はすべて受注者の負担とする。

　　　１）受注者は，工事の一部を下請に付する場合は，施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる営業所

　　　２）受注者は，前項で定めた建設業者を活用しない場合は，施工計画書等の提出と併せて「下請工事にお

　　　２）受注者は，「材料使用承認願」において，すべての資材について県資材使用の有無を記載するとともに，
　　　　　以下に記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合は，「県産資材等不使用状況報告書」

　１４．県産資材等の優先使用について
　　　１）工事に使用する資材については，県内で産出，生産または製造されたもの（以下「県産資材」という。）
　　　　　の優先使用に努めることとし，さらに，県産資材以外の資材等についても，県内に本店を置く資材業者
　　　　　等から調達するよう努めることとする。

　　　　　を監督職員に提出し，承諾を得なければならない。
　　　《指定資材（７品目）》

　　　４）受注者は，工事完成時及び監督職員から指示された場合，「建設資材使用実績報告書」
　　　　　の電子（エクセル）データを監督職員に提出すること。

　　　３）前項の「県産資材等不使用状況報告書」において，第１項の資材業者等から調達しない場合は，その理
　　　　生コン（レディミクストコンクリート），コンクリート二次製品，石材類，アスファルト合材，木材，樹木，野芝

　　　　　由を記載すること。

修正履歴：Ｒ０６０５１０

発注図を施工現場と一致するよう訂正をした後、下記製本およびＣＤ－ＲＯＭを提出する。

２．大便器 ○洗浄弁式（ノンホールディング機構付）　　○タンク式　　○電気開閉式　　〔　標Ｐ－２５３　１．１．８〕

４．説明シール等 器具付属の説明シール等は，下地を考慮し，最寄りに貼り付けのこと。

洗浄弁式（　○手動　　○自動　）３．小便器

○専用洗浄弁式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－２９８　２．１．２，監Ｐ－６３３　１．１．８〕

１１．便　座

〔標Ｐー２５４　１．１．１３〕

○温水洗浄便座（洗浄用水加温方式　○瞬間方式　○貯湯方式）　　○普通便座（ソフト閉止）

３．充填容器等 ○プロパン庫　　○集合装置＋転倒防止鎖（鎖はステンレス製）　　○バルク貯槽

受け入れ場所（　　　　　　　　　　）
搬出距離（　　　　）ｋｍ

上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり，

実施にあたっては監督職員と協議の上，決定する。

○場内処理は敷均し　　○場外搬出は下記による。

　　　　　処分費　○有償　・　○無償
受け入れ場所での処置（　○敷き均し　　○たい積　）

空気調和工事

換気工事

○

○

●

○●

●
●

● 衛生器具工事

給水工事
排水工事（含通気）

給湯工事

消火工事

ガス工事

浄化槽工事

厨房器具工事

塩ビライニング鋼管、ポリ粉体鋼管及び外面被覆鋼管は、帯のこ盤又は丸のこ機などで切断し、パ

構　　　造

全　長ｍｍ

着工

竣工

監理

施工

DATE

DRAWING TITLE

JOB TITLE

１級建築士　第２１１８３９号 １級建築士　第２９２５４０号

中山　高士 中山　博幸

一級建築士事務所

鹿児島県知事登録

一級建築士 ２１１８３９号 中山　高士

第１－３－１５３号
志布志市健康ふれあいプラザ大規模改修工事

SCALE
NO SCALE Ｍ

特　　記　　仕　　様　　書

特記仕様書

01

●

●

　埋設鉛管・鋼管

34.6 27.8
 3.4 59.1

２６～２８

１９～２２

１８．７～１９．５

１１．７～１３．９

●深型　　○浅型　　●ステンレス

耐塩処理（●要　　○不要）　ＪＲＡ耐重塩害仕様　

●第１種　　○第２種　　●第３種

○配管技能士　○ダクト板金技能士　○熱絶縁施工技能士　○冷凍、空気調和機器施工技能士〔　標Ｐ－１６　１．５．２〕

〔　標Ｐ－１９　１．７．３〕

　作業者の健康，安全の確保及び環境保全に努める。　〔標Ｐ－９　１．３．５，標Ｐ－１０　１．３．８〕

〔　標Ｐ－１０３　４．２．１〕

〔標Ｐ－５２　２．２．２７，Ｐ－８０　２．８．１〕〔監Ｐ－２８６　２．８．１〕

（施工手順を撮影の上，工程写真に表す。）　　　　　　　　　　　　　　　〔　標Ｐ－６４　２．５．１〕



既設新設
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（ライニンク゛弁）

GV50-5k
防虫網φ７５

40HI 40

7
5
V

P

防虫網φ７５

GV50-5k

FJ40-500L FJ20-300L

ｼｮｯｸﾉﾝ
GV20-10k

GV20-10k

GV40-10k2
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H

I

4
0
H

I

4
0
H

I

ＢＴφ２０

Ｙストφ４０

定水位弁φ４０

5
0
V

P

既設コンクリート基礎再利用

ステンレス製受水槽

既設排水桝

 1, 本工事着工前に現地調査を十分行い、施工要領を把握した上で施工計画書及び工程表を作成し、監督員及び各関係機関の担当者の承諾を得た後、工事に着手のこと。

 2,

 3,

 5,

 6,

 8,

 9,

10,

11,

12,

13,

14,

工事に際しては、騒音及び断水等により住民の生活に支障をきたす事のないように留意すると共に、事前に担当者に連絡し、承諾を得ること。

 4, 工事期間中は安全作業に努めると共に、火気にも十分注意して作業すること。

工事期間中に休日及び時間外作業をする場合、事前に担当者に連絡し承諾を得た後作業すること。

 7, 工事に伴いはつり等を行った場合、原則として原形復旧すること。

発生材の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「建設リサイクル法」に基づき、適正に処理すると共にマニフェストシステムを適用し管理を行う。

掘削、はつり、コア入れ工事のときは、既設埋設配管（電気等）及び鉄筋探査等を調査し、監督員と協議の上、十分注意して施工すること。

官公庁への手続き等及びそれにかかる経費（審査・検査手数料）の支出は、請負業者にて行うこと。

工事中に範囲外の部分を壊したりした場合は、請負金額内で原形復旧すること。

配管切替え等に際し、施設に支障が発生した場合は、応急の措置を講じ監督員と協議すること。

15,

又、敷地内の車両走行については、建物使用者の安全を確保し、必ず徐行を行うこと。

記号 規格

給水管

排水管

耐衝撃性硬質ホ゜リ塩化ヒ゛ニル管

硬質ホ゜リ塩化ヒ゛ニル管

HIVP JIS K 6742

JWWA K 116

JWWA K 116

JIS K 6741

備考

＜凡例表＞

＜衛生器具表＞

名称

名称

仕様

品番・付属品（ＴＯＴＯ）（参考） 数量 備考

洋風便器

　紙巻器（ＳＵＳ製ワンタッチ式）

水道用硬質塩化ヒ゛ニルライニンク゛鋼管

水道用硬質塩化ヒ゛ニルライニンク゛鋼管

　床上給水・床上排水　フタ付　前丸便座一部営業した状態で工事を行うので、施設利用者等との打ち合わせを十分に行い作業に着手すること。

工事期間中は粉塵等の発生にも十分留意し、特に内部作業においては養生等を確実に行い作業すること。

工事施工に先立ち、撤去又は移設すべき品物等が発生した場合は、施設管理者と協議すること。原則、移設は、施設管理者が行う。

工事現場事務所、材料置き場及び作業車両の駐車スヘ゜ースについては監督員・施設管理者と打合わせのこと。

屋外露出及び多湿箇所の支持金物・ホ゛ルトナット類はステンレス製（ＳＵＳ３０４）とする。

着工

竣工

監理

施工

DATE

SCALE

DRAWING TITLE

JOB TITLE

１級建築士　第２１１８３９号 １級建築士　第２９２５４０号

中山　高士 中山　博幸

一級建築士事務所

鹿児島県知事登録

一級建築士 ２１１８３９号 中山　高士

第１－３－１５３号
志布志市健康ふれあいプラザ大規模改修工事

1

1洗面器

ＣＳ６７０Ｂ，ＳＨ６７０ＢＡＶＡ，ＴＣ３００

ＴＳ５１３ＧＶ１６Ｓ，汚物入れ

ＹＨ７０１，Ｔ１１０Ｄ２８

・ＢＬ品　節水型　手洗無密結ロータンク（防露式）

・オートストッフ゜水線

・ＰＵ無し　・目皿仕様

Ｌ２５０Ｄ，ＴＬ１９ＡＲ，Ｔ６ＢＭＰ

ＴＬ４ＣＦＵ，ＴＬ２５０Ｄ，ＨＨ０４０６０

化粧鏡 YM4560F ・寸法：４５０ｘ６００ 1

屋内一般（屋内・外露出）

屋内一般（屋内インヘ゜イ） SGP-VB

SGP-VB

JWWA K 116水道用硬質塩化ヒ゛ニルライニンク゛鋼管 SGP-VB屋内一般（受水槽廻り）

JIS K 6741

屋外埋設

屋外埋設 VU

硬質ホ゜リ塩化ヒ゛ニル管 JIS K 6741

硬質ホ゜リ塩化ヒ゛ニル管 JIS K 6741

屋外埋設（ホ゜ンフ゜圧送管）

屋内土間

VP

VP

通気管 硬質ホ゜リ塩化ヒ゛ニル管 VP

A 耐熱硬質ホ゜リ塩化ヒ゛ニル管 HTVP屋内一般・屋内土間

屋内一般・屋内土間

施工場所 給水 排水 通気

-

-

-

- - -

屋外埋設

天井内

保温，防食，塗装仕様

：

：

：

：

保温（外装：ステンレス）

裸管のまま

塗装屋外露出

屋内露出

D

D

E

：C

B

A

D

＜配管保温・塗装・防食仕様一覧表＞

備考

保温（外装：合成樹脂製カハ゛ー）

保温（外装：保温チューフ゛＋化粧カハ゛ー）-

--

フ゛ロワー管

フ゛ロワー管

D

D

D

D

屋内土間

C

B

A

D

D

新設受水槽　施工要領図　　Ｓ＝１：５０

受水槽　機器表

形　式

寸　法

材　質

架　台

付属品

ハ゜ネル組立型

3.0x2.0x2.0H

ＳＵＳ製（複合板）

平架台１５０Ｈ（溶融亜鉛メッキ）

マンホールφ６００φ、点検タラッフ゜ｘ２

その他付属品

防波管、電極用防雨カハ゛ー、ハ゜ネル締付ホ゛ルト－ＳＵＳ製

容　量

1.0G耐　震

１２．０ｍ３（有効：８．０ｍ３）

＜特記事項＞

特記事項・凡例表・衛生器具表

A1:1/50  A3:1/100

GV75-5k

FJ75-500L
75HI

7
5
H

I

配置図参照

Ｍ 02



着工

竣工

監理

施工

DATE

SCALE

DRAWING TITLE

JOB TITLE

１級建築士　第２１１８３９号 １級建築士　第２９２５４０号

中山　高士 中山　博幸

一級建築士事務所

鹿児島県知事登録

一級建築士 ２１１８３９号 中山　高士

第１－３－１５３号
志布志市健康ふれあいプラザ大規模改修工事

配置図　　Ｓ＝１：２００

歩
道
　

歩道　

緑地

歩
道
　

緑
地

道
路
境
界
線

厨房・機械室棟

相談室棟 渡り廊下

歩
道
　

緑
地

道
　
　
路

21,
000

道
路
境
界
線

N

既設側溝に放流

側
溝

新設浄化槽

５０
　→

緑
地

池

池

緑
地

既設仕切弁φ５０

40

歩
道
　

改修後　配置図（衛生設備）

A1:1/200  A3:1/400

既設給水管６５Ｖ

既設給水管６５Ｖに接続

ライニンク゛仕切弁φ７５＋ＶＣ－５

7
5
H

I

75
HI

●

●

●

●

●

●

N

県
道
５
０
８
号
線

志布志警察署

かごしま

志
布
志
駅

日
豊
線

宝寿園

郵便局
志布志

　志布志店

合同庁舎

国道
２２０
号線

ｺｰﾌﾟ

老人ホーム

ﾀｲﾖ-●

ＮＴＴ西日本

付近見取図 工事場所：志布志市志布志町志布志３２２２－１

工事場所

●

拡大図参照

Ｍ 03



X9X8X7X6X5

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

X4X3X2X1

20,000

5,0005,0005,0005,000

5,000 5,000 5,000 5,000

20,000

5,000 5,000 5,000 5,000

3,500

X6

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

3
0
,0

0
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

2
0
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

2,5004,5003,500

10,000 10,000

5,000 5,000

10,000

30,000

おとぎの部屋

（母子指導室）

スタッフ室

みちしるべの部屋

（集団指導室）

用度品室

指導室

ステージ

物入

縁

男便所

女便所

ほほえみの部屋
（栄養指導室）

図書スペース

談話スペース

通路

ふれあいの部屋

（研修室）

いこいの部屋

（娯楽室）

ぬれ縁

風除室

下足室

玄関

いきがいの部屋

（会議室）

倉庫

湯沸室

事務室

健康相談室 男便所

女便所

身障者用

便所

生活相談室

通路

縁

身障者用

浴室

脱衣室

さわやかの部屋

（女浴室）

さわやかの部屋

（男浴室）

脱衣室

倉庫

訓練室

居宅介護支援事務所

棚

棚

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ

UP

フ゜ロハ゜ン庫

UP ｽﾛｰﾌﾟ

ｽﾛｰﾌﾟUP

ｽﾛｰﾌﾟUP

UP

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ

X12X11X10

EXPJ

PS

着工

竣工

監理

施工

DATE

SCALE

DRAWING TITLE

JOB TITLE

A1:1/100  A3:1/200

１級建築士　第２１１８３９号 １級建築士　第２９２５４０号

中山　高士 中山　博幸

一級建築士事務所

鹿児島県知事登録

一級建築士 ２１１８３９号 中山　高士

第１－３－１５３号
志布志市健康ふれあいプラザ大規模改修工事

450x450
600H

450x450
900H

600x600
930H

450x450
400H

1
0
0

100

100

100

100

100 100

150

150

150

100100

100 100

1
0
0

15
0

150150150

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

100

10
0

1
0
0

1
0
0 10

0

100100

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

6
5

6
5

6
5

100

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

450x450
930H

150

15
0

1
5
0

150

7
5

100100

1
0
0

既設管に接続

100

COA-100

既設管に接続

5
0

COA-50

コンクリート舗装原形復旧

COA-100 （６００□ｘ１２００Ｈ）

（６００□ｘ９００Ｈ）

75

既設桝に接続

キャッフ゜止め

1
0
0

1
0
0

既設管に接続
COA-100

100

100

1
0
0

100

既設雑排水管

既設雑排水管

既設汚水管

新設汚水管

既設汚水桝

既設雑排水桝 既設管キャッフ゜止め

100

100

1
0
0

既設管に接続

既設管に接続

既設管に接続

１
５
０
　
→

既設管に接続

１５０　→

１５０　→

２０
０　
→

１５０　→
１００　→

２００　→

＜凡例＞

新設浄化槽
（別図参照）

150

1001
0
0

100

1
0
0

100

ヘ゛ンチレータφ１００

（型式：ＴＦ－６１）

改修後　１階平面図　Ｓ＝１：１００

←　７５

１５
０　
→

１５０　→

←　
７５

１００　→

便所 玄関

電気室

機械室

倉庫

廊下

玄関
出入口

個室　３

個室　４

個室　２

事務室

個室　１

物入

改修後　平面図（衛生設備）

40

既設ＧＶ４０＋ＢＯＸ共

20 20

2
0

2
0

2
0

（
天
井
内
配
管
）

402
0

7
5

←
　
１
０
０

既設管に接続

１５０　→
１００　→

15
0150150

150

既設管に接続

75

７５　→

←
　７
５

←
　７
５

40

A
A

A
A

AA

ﾌﾞﾛﾜｰ

GL-90Y中蓋＋防護蓋（Ｔ－８）小口径ヒ゛ニル桝1

備考参考深さ形状蓋桝寸法．名称No.

桝リスト

GL-90Y中蓋＋防護蓋（Ｔ－８）小口径ヒ゛ニル桝

GL-中蓋＋防護蓋（Ｔ－８）小口径ヒ゛ニル桝

GL-90Y中蓋＋防護蓋（Ｔ－８）小口径ヒ゛ニル桝

GL-中蓋＋防護蓋（Ｔ－８）小口径ヒ゛ニル桝

GL-中蓋＋防護蓋（Ｔ－８）小口径ヒ゛ニル桝

GL-中蓋＋防護蓋（Ｔ－８）小口径ヒ゛ニル桝

GL-

2

3

4

5

6

7

8

＜注記＞ １．現地の計画地盤高さを十分確認の上、適正な勾配を確保し決定すること。

２．小口径ヒ゛ニル桝の蓋は全て鎖付とする。又、蓋は、コンクリート巻きのこと。

GL-中蓋＋防護蓋（Ｔ－８）小口径ヒ゛ニル桝

GL-90Y中蓋＋防護蓋（Ｔ－８）小口径ヒ゛ニル桝

GL-

GL-

9

10

A

B

100-100x150

100-100x150

100-100x150

150-150x200

150-150x200

150-150x200

汚水桝 ＭＨＡφ６００

150-150x200

150-150x200

150-150x200

雨水桝

雨水桝

600x600

600x600

600x600

ク゛レーチンク゛蓋

ク゛レーチンク゛蓋

90L

90L

90L

90L

ｲﾝﾊﾞｰﾄ

ST

ト゛ロ溜り１５０

ト゛ロ溜り１５０

650

840

850

750

750

1,400

1,460

1,480

830

850

800

900

1
2

3 4

5

6

7 8

A

B

9

10

･VC-P
･GV20-5k

仕切弁取付

既設散水栓 既設散水栓

･VC-P
･GV20-5k

仕切弁取付

･VC-P
･GV20-5k

仕切弁取付

･VC-P
･GV20-5k

仕切弁取付

既設散水栓

既設散水栓

（桝コア抜きのこと）

壁コア抜きのこと

20
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65

既設

40 40

5
0

75

コンクリート基礎残置

ＦＲＰ製受水槽撤去

排水桝

4
0

6
5

4
0

2
0

2
0

6
5

4
0

撤去

既
設
管
と
切
離
し

着工

竣工

監理

施工

DATE

SCALE

DRAWING TITLE

JOB TITLE

１級建築士　第２１１８３９号 １級建築士　第２９２５４０号

中山　高士 中山　博幸

一級建築士事務所

鹿児島県知事登録

一級建築士 ２１１８３９号 中山　高士

第１－３－１５３号
志布志市健康ふれあいプラザ大規模改修工事

型式・形状名　称記　号

既設配管凡例

記号 名称 管種

硬質塩化ヒ゛ニル管

備考

G

給水管

排水管

カ゛ス管

耐衝撃性硬質塩化ヒ゛ニル管

VP

HIVP

外面ライニンク゛鋼管 SGP-VS

洋風便器 C730 ﾛｰﾀﾝｸ

数量

洗面器 L230 2

カ゛ス給湯機 ２０号

水栓類

φ１３

φ１３

混合水栓

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ ＦＲＰ製

2

1

1

1

6

容量：５０Ｌ

9,850

3
,5

0
0

3
,5

0
0

2
,5

5
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

5
0

1
5
0

分離接触ハ゛ッキ１３４人 三次処理 ホ゜ンフ゜槽

撤去・解体処分フロー

解体過程 （発生する廃棄物） （中間処理方法） （最終処分方法）

※　産業廃棄物の処理については、『廃棄物の処理及び、清掃に関する法律』を守り、

塩化ヒ゛ニル管 安定型処分場

再生資源化施設

地金として再利用

地金として再利用

地金として再利用

地金として再利用機器・水栓類

管材（鋼管・鋳鉄管）

塩化ヒ゛ニル管

給排水衛生設備

＜注記＞

　　マニフェストシステムにより適正に処理すること。

金属類

鋼管類

銅管類

防露材

ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ

＜注記＞

受水槽　撤去図　　Ｓ＝１：５０

＜受水槽　撤去＞

寸法：３．０ｘ２．０ｘ２．０Ｈ

基礎：残置

配管：屋外露出部配管は撤去。図示部にて既設管と切離し

浄化槽　撤去図　　Ｓ＝１：１００

＜浄化槽　撤去＞

材質：ＦＲＰ製　ハ゜ネル単板 材質：ＦＲＰ製　

寸法：９．８５＊３．５＊３．５５Ｈ

1

1

受水槽

浄化槽

方式：分離接触ハ゛ッキ式

処理対象人員：１３４人槽

右図参照

右図参照

撤去機器表

Ａ１：１／５０，１／１００　　Ａ３：１／１００，１／２００

撤去機器表・凡例表

　破線は、そのままとする。

・図中　実線のみ撤去のこと。尚、土中埋設配管は、改修工事に支障のある物のみ撤去すること。

・上記機器類の撤去に伴い配管等も撤去のこと。又、表に明記無くとも明らかに不用となる

　器具・配管は適宜撤去のこと。
6
5
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着工

竣工

監理

施工

DATE

SCALE

DRAWING TITLE

JOB TITLE

A1:1/100  A3:1/200

１級建築士　第２１１８３９号 １級建築士　第２９２５４０号

中山　高士 中山　博幸

一級建築士事務所

鹿児島県知事登録

一級建築士 ２１１８３９号 中山　高士

第１－３－１５３号
志布志市健康ふれあいプラザ大規模改修工事

1150H

450x450
600H

450x450
900H

600x600
930H

450x450
400H

1
0
0

100

100

100

100

100 100

150

150

150

150

100100

100 100

20
0

1
0
0

150

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

100

10
0

1
0
0

1
0
0 10

0

100100

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

6
5

6
5

6
5

100

1
0
0

1
0
0 1
0
0

1
0
0

450x450
930H

X9X8X7X6X5

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

X4X3X2X1
5,0005,0005,0005,000

5,000 5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000 5,000

3,500

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

3
0
,0

0
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

2
0
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

2,5004,5003,500

10,000 10,000

5,000 5,000

10,000

おとぎの部屋

（母子指導室）

スタッフ室

みちしるべの部屋

（集団指導室）

用度品室

指導室

ステージ

物入

縁

男便所

女便所

ほほえみの部屋
（栄養指導室）

図書スペース

談話スペース

通路

ふれあいの部屋

（研修室）

いこいの部屋

（娯楽室）

ぬれ縁

風除室

下足室

玄関

いきがいの部屋

（会議室）

倉庫

湯沸室

事務室

健康相談室 男便所

女便所

身障者用

便所

生活相談室

通路

縁

身障者用

浴室

脱衣室

さわやかの部屋

（女浴室）

さわやかの部屋

（男浴室）

脱衣室

倉庫

訓練室

居宅介護支援事務所

倉庫

厨房

出入荷口

配膳室

休憩室

便所

玄関

電気室

機械室

倉庫

廊下

相談室１
相談室２

棚

棚

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ

UP

フ゜ロハ゜ン庫

UP ｽﾛｰﾌﾟ

ｽﾛｰﾌﾟUP

フ゜ロハ゜ン庫

ｽﾛｰﾌﾟUP

ｽ
ﾛ
ｰ

ﾌ
ﾟ

UP

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ

X12X11X10

EXPJ

PS

150

15
0

太線撤去
キャッフ゜止め

キャッフ゜止め

太線撤去

←　１５０ ←　１５０

←
　
１
０
０

←
　１
５０

１５０　→

１５０　→

150

既設管と切離し

既設管と切離し

汚水桝６００□撤去

汚水桝６００□撤去

汚水桝６００□撤去

既設管と切離し

既設管撤去又は埋めたまま

新浄化槽設置予定

150

撤
去

既
設

既
設
管
と切

離
し

150

100

100

15
0

15
0

汚水桝６００□
撤去

既設管と切離し
既設管と切離し

雨水桝６００□撤去

1
5
0

1200H
600x600

25

4
0

4
0

4
0

40

100

1
0
0

50

50

20
20 20

2
0

2
0

20

2
0

2
0

20
20

20
20

20

2
0

2
5

2
5

25

20

25

20

2
0

2
0

2
5

25

2
5

7
5

50

50

G G

G
G

G
G

G

G

ク゛リーストラッフ゜撤去

40

既設ＧＶ４０＋ＢＯＸ共

撤去 既設

既設管と切離し

洋便器・洗面器撤去

歩
道
　

緑
地

撤去　平面図　Ｓ＝１：１００

撤去　平面図（衛生設備）

浄化槽　撤去

汚水桝６００□撤去

100

100

100

100

既設フ゜レハフ゛倉庫移設

100

既設管と切離し

切離し
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記号 φ V kW

電気特性能力

名称 台数
（ｋＷ）（ｋＷ）

暖房

（ｋＷ）

冷房 圧縮機

備考付属品等 設置室名形状・仕様

※　本工事に伴い発生する　ハツリ補修及びコンクリート部分の貫通等も　本工事とする。

　　（その他の撤去品で係員の指示する物も　整備して保管処理とする）

※　既設　設備で流用・再使用するものについては　係員と打合せの上　決定とする。

※　本工事は　各法規に　準拠するように施工するものとする。

※　（改装・改修しない部分の設備はそのまま流用するものとし、その機能を満足させる改修工事は本工事とする）

φ V

電気特性能力

名称 形状 台数

風量

（ｍ３／ｈ）

静圧

W

接続径

天井換気扇

天井換気扇

F-2

F-4
　２６０

　　９０

（φ，ｃｍ）

150

100

1

1 100

100

 30 （ｃｍ） 1 100
F-8

有圧換気扇 1,500 ・電気室 ・機械室ｘ２3

新設　機器表（空調）

新設　機器表（換気）

※　本工事は既設建物の改装工事の為　既設設備を十分に調査し支障の無いように施工する。

＜配管凡例表＞

記号

D

R

EA

名称

冷媒管

ト゛レン管

排気管 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

硬質塩化ヒ゛ニル管

空調用被覆銅管

管種

OA 給気管 保温付フレキシフ゛ルタ゛クトト　

Cu

VP

SD

＜特記事項＞

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

空冷ヒートホ゜ンフ゜
PAC-12

3 200形状：天吊り露出タイフ゜

運転：シンク゛ル運転，インハ゛ータ制御

 7.1  8.0

（１．８～８．０） （２．０～１０．６）

 1.35 冷房：１．９８

暖房：２．１４

空冷ヒートホ゜ンフ゜

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

形状：壁掛け型 1 100
AC-4

 2.2  2.5

（０．４～３．５） （０．３～６．０）

 0.6 冷房：０．４０

暖房：０．４３

参考型式 付属品 設置室名

仕様：オールステンレス

仕様：低騒音形

仕様：低騒音形

50

（Ｐａ）

（φ）

（φ） VD-20ZC14

VD-13ZC14

EF-30BSXC2

 15.5

 49

 73

※　図面中記載無きものでも　本工事に伴い当然必要と思われるものは本工事の請負金額の範囲内において施工する。

※　改装に伴う　各機器・機材の撤去（産業廃棄物処理）も本工事とし　係員の指示により処分する。

・ＳＵＳ製深形フート゛（カ゛ラリ付）

・ＳＵＳ製深形フート゛（カ゛ラリ付）

・ＰＣ枠

・ＳＵＳ製ウェサ゛ーカハ゛ー（防虫網付）

40

運転：シンク゛ル運転，インハ゛ータ制御

・リモコンスイッチ（ワイヤレス）

・リモコンスイッチ（ワイヤ－ト゛）

・屋外露出：化粧カハ゛ー

・屋内インヘ゜イ：保温チューフ゛巻き　　・屋外露出：塗装仕上げ

・屋内インヘ゜イ：テーフ゜巻き

・屋内インヘ゜イ：裸管のまま

備考保温仕様

A1-1/100

着工

竣工

監理

施工

DATE

SCALE

DRAWING TITLE

JOB TITLE

A1:1/100  A3:1/200

１級建築士　第２１１８３９号 １級建築士　第２９２５４０号

中山　高士 中山　博幸

一級建築士事務所

鹿児島県知事登録

一級建築士 ２１１８３９号 中山　高士

第１－３－１５３号
志布志市健康ふれあいプラザ大規模改修工事

生活相談室

ｽﾛｰﾌﾟUP

便所 玄関

電気室

機械室

倉庫

廊下

玄関
出入口

個室　３

個室　４

個室　２

事務室

個室　１

物入

事務室

A

A

R
R

R R

C

A
25VP

A
25VP

A
25VP A

25VP

AC-4

AC-4

AC-4

PAC-12

F-8

F-8

F-8

E
A

E
A

F-2F-2

φ１００ φ１００

EA

EA EA EA

EAEA

φ１５０

φ１５０

F-4

F-4

R
D

D
R

既存のまま

施工要領図　　Ｓ＝ＮＯ　ＳＣＡＬＥ

室内機新設

化粧カハ゛ー

新設室外機

新設コンクリート基礎
（既存基礎使用可）

（転倒防止措置）

新設排気管

新設天井：建築工事

新設換気機器

新設

既設管と接続

既存タ゛クト

新設ヘ゛ント゛キャッフ゜

排気管接続

＜配管要領＞

　新設する。

・外壁貫通部のタ゛クトを残し

　機器・ヘ゛ント゛キャッフ゜・タ゛クト類は、

R
D

新設冷媒・ト゛レン管

空調機器・配管要領図 換気機器・配管要領図

・事務室（機械棟）

・倉庫（機械棟） ・便所（機械棟）

・事務室（機械棟）ｘ２

2

2
（既存開口使用可）

・不用な既存開口は穴埋めの事。

＜配管要領＞

　機器・ヘ゛ント゛キャッフ゜・タ゛クト類は、新設する。

・新規機器の壁貫通は、コア抜きの事。

・不用な既存開口は穴埋めの事。

・外壁部分は、貫通部のタ゛クトを残す。

記号

＜注記＞

記号 液管 カ゛ス管

A

B

C  9.5

 6.4

 6.4

15.9

 9.5

12.7

＜冷媒管サイス゛＞

改修後　　１階平面図　Ｓ＝１：１００

改修後　　１階平面図（機械棟）

ト゛レン管共巻き

空冷ヒートホ゜ンフ゜

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

形状：壁掛け型 1 100 2.2  2.5

（０．４～３．５） （０．３～６．０）

 0.6 冷房：０．４０

暖房：０．４３運転：シンク゛ル運転，インハ゛ータ制御

・リモコンスイッチ（ワイヤレス）

1

1

3

　　　ト゛レンＵＰ機能付

＜注記＞

※１．換気経路となる仕切り及びト゛アのカ゛ラリ・アンタ゛ーカット等は、建築工事とする。

※２．ハ゜イフ゜フート゛は、指定色ＳＵＳ製防虫網付とし、色の決定は監督員と協議決定する。

※１．ハ゜ッケーシ゛形空気調和機の能力は、ＪＩＳ条件である。

※２．電気容量等は参考値であるが、選定に当たってはこの値以下とする。

※３．メーカー選定に起因する増工事額については、全て本工事請負金額で対処すること。

※４．室外機の選定について、選定したメーカー機種により騒音規制法に基づき敷地境界にて騒音測定をすること。

※５．ハ゜ッケーシ゛形空気調和機は、ク゛リーン購入法調達基準適合品とする。

φ１００

OA

AC-44

AC-44

・個室４（機械棟）

・個室１～３（機械棟）

・電動シャッター（ＳＵＳ製）

壁コア抜き

Ｍ 16



着工

竣工

監理

施工

DATE

SCALE

DRAWING TITLE

JOB TITLE

A1:1/100  A3:1/200

１級建築士　第２１１８３９号 １級建築士　第２９２５４０号

中山　高士 中山　博幸

一級建築士事務所

鹿児島県知事登録

一級建築士 ２１１８３９号 中山　高士

第１－３－１５３号
志布志市健康ふれあいプラザ大規模改修工事

倉庫

厨房

出入荷口

配膳室

休憩室

便所

玄関

電気室

機械室

倉庫

廊下

相談室１
相談室２

フ゜ロハ゜ン庫

ｽﾛｰﾌﾟUP

ｽ
ﾛ
ｰ

ﾌ
ﾟ

UP

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ

事務室

C

A
25VP

C

A

A

R
R

R R

AC-7

AC-7

AC-5

AC-4

F-8

F-8

F-8

EA

EA

EA

EA EA EA

EA EA

φ１５０

φ１５０

φ１５０

φ１５０

E
A

E
A

F-2F-2

F-4

F-4

F-4

F-4

記号 φ V kW

電気特性能力

名称 形状 台数
（ｋＷ）（ｋＷ）

暖房

（ｋＷ）

冷房 圧縮機

（参考）撤去機器表（空調）

備考

※　能力値・電気特性は、設計当初の数値とする。

作業内容

（●印　作業）

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ撤去

○ 既存のまま

●

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ撤去

○ 既存のまま

●

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ撤去

○ 既存のまま

●

撤去

既存のまま○

● ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

形状：壁掛け形

形状：壁掛け形

形状：壁掛け形

 5.8

 2.8  3.8 1

 3.8 1 1 2.5 100

1001

2

 4.0

 5.0  6.3  1.5

1

1  1.8

 0.63

 0.65 0.6

 0.6

200

200 0.75  1.1

形状：天吊り露出形

1

既設配管凡例

記号 名称 管種

空調用被覆銅管冷媒管

ト゛レン管

Cu

VP硬質塩化ヒ゛ニル管D

R

備考

＜注記＞

EA 排気管 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ SD

・空調配管：冷媒管・ト゛レン管は既存のままとする。操作・電源線も同様とする。

　給排気用矩形タ゛クトは既存のままとする。

・機器本体及び排気管・ヘ゛ント゛キャッフ゜・ウェサ゛ーカハ゛ーは撤去。（撤去要領図参照）

・機器本体撤去のこと。リモコンスイッチも撤去。（撤去要領図参照）

AC-4

AC-5

AC-6

AC-7

・休憩室（機械棟）

・相談室－２（機械棟）

・相談室－１（機械棟）

・厨房（機械棟）

記号 φ V

電気特性能力

名称 形状 台数 備考

※　能力値・電気特性は、設計当初の数値とする。

作業内容

（●印　作業）

風量

（ｍ３／ｈ）

静圧

（ｍｍＡｑ）
W

接続径

撤去

○ 既存のまま

● 天井換気扇 形状：インテリア形

撤去

○ 既存のまま

● 天井換気扇

F-2

F-4
形状：静音形 　２６０

　　９０

（φ，ｃｍ）

（φ）

150 （φ）

100

1

1 100

100

 4

 4  40.5

 14

撤去

○ 既存のまま

●  30 （ｃｍ） 1 100  50
F-8

有圧換気扇 1,500 ・電気室 ・機械室ｘ２3

（参考）撤去機器表（換気）

形状：低騒音形

解体過程 （発生する廃棄物） （中間処理方法） （最終処分方法）

空調設備 管材（鋼管・鋳鉄管） 鋼管類

銅管類

防露材

塩化ヒ゛ニル管

ｺﾝｸﾘｰﾄ

空調機器

換気機器

ﾌﾛﾝｶﾞｽ

鉄筋

塩化ヒ゛ニル管

ｺﾝｸﾘｰﾄ

地金として再利用

地金として再利用

安定型処分場

再生資源化施設

地金として再利用

地金として再利用

破壊処理

地金として再利用

撤去・解体処分フロー

※　産業廃棄物の処理については、『廃棄物の処理及び、清掃に関する法律』を守り、

　　マニフェストシステムにより適正に処理すること。

※　冷媒の回収・補充等について

　　既設空調機器撤去の際は、「特定製品に係るフロン類の改修及び破壊実施の確保等に

　　関する法律」に基づき適正に処理することとし、フロンの回収作業については

　　知事登録を受けた事業者及び冷媒回収認定事業者に適正に処理することとし、

　　フロンの回収作業については知事登録を受けた事業者及び冷媒回収認定事業者に

　　依頼すること。また、高圧カ゛ス保安法により、冷媒の補充（充填）を行おうと

　　する販売者（施工者）については、県へ届け出（高圧カ゛ス販売事業届）

　　が必要となっているので、適正な対応を行うこと。

＜注記＞

記号 液管 カ゛ス管

A

B

C  9.5

 6.4

 6.4

15.9

 9.5

12.7

＜冷媒管サイス゛＞

改修前　１階平面図　Ｓ＝１：１００

改修前　１階平面図（機械棟）

・倉庫（機械棟） ・便所（機械棟）

・厨房（機械棟）ｘ４

2

4

AC-4
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